
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
七
十
九
号

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
第
二
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
労
働
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
呼
吸
用
保
護
具
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

三
井

辨
雄

イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
労
働
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
呼
吸
用
保
護
具

一

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
二
号

の
２
に
掲

３

げ
る
物
又
は
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
別
表
第
一
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
物
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業

に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
単
位
作
業
場
所
（
作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十

一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
作
業
場
所
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
空

気
中
の
イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物
の
濃
度
に
係
る
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
労
働
安
全
衛

生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
か
ら
得
ら
れ
た
値
の

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
呼
吸
用
保
護
具
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
呼
吸

用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



区

分

呼

吸

用

保

護

具

〇
・
三

／
â
以
上

半
面
形
の
面
体
を
有
す
る
取
替
え
式
防
じ
ん
マ
ス
ク
（
粒
子
捕
集
効
率
が
九
九
・
九
％

μｇ

三

／
â
未
満

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

μｇ
三

／
â
以
上
七
・

フ
ー
ド
形
又
は
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
形
の
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
（
粒
子
捕

μｇ
五

／
â
未
満

集
効
率
が
九
九
・
九
七
％
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

μｇ
七
・
五

／
â
以
上

全
面
形
の
面
体
を
有
す
る
取
替
え
式
防
じ
ん
マ
ス
ク
（
粒
子
捕
集
効
率
が
九
九
・
九
％

μｇ

一
五

／
â
未
満

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

μｇ

一
五

／
â
以
上
三

全
面
形
の
面
体
を
有
す
る
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
（
粒
子
捕
集
効
率
が
九
九

μｇ

〇

／
â
未
満

・
九
七
％
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
全
面
形
の
面
体
を
有
す
る
一
定
流
量
形
の
エ

μｇ

ア
ラ
イ
ン
マ
ス
ク

三
〇

／
â
以
上
三

全
面
形
の
面
体
を
有
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
形
の
エ
ア
ラ
イ
ン
マ
ス
ク

μｇ

〇
〇

／
â
未
満

μｇ

三
〇
〇

／
â
以
上

全
面
形
の
面
体
を
有
す
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
形
の
空
気
呼
吸
器
又
は
全
面
形
の
面

μｇ

体
を
有
す
る
圧
縮
酸
素
形
で
、
か
つ
、
陽
圧
形
の
酸
素
呼
吸
器

二

前
号
の
値
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

イ

Ａ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
作
業
環
境
測
定
基
準
第
二
条
第
一
項
第
一



号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
行
っ
た
場
合

空
気
中
の
イ
ン

ジ
ウ
ム
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
（
作
業
環
境
評
価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
の
第
一
評
価
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ

Ａ
測
定
及
び
Ｂ
測
定
（
作
業
環
境
測
定
基
準
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
作
業
環
境
測
定
基
準
第
二
条

第
一
項
第
二
号
の
二
の
規
定
に
よ
り
行
う
測
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
場
合

空
気
中
の
イ
ン
ジ
ウ

ム
の
濃
度
の
第
一
評
価
値
又
は
Ｂ
測
定
の
測
定
値
（
二
以
上
の
測
定
点
に
お
い
て
Ｂ
測
定
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
う
ち
の

大
値
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
値

三

第
一
号
の
表
の
粒
子
捕
集
効
率
の
う
ち
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
の
規
格
（
昭

和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
十
九
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
試
験
方
法
に
よ
り
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｔ
八
一
五
七
に
規
定
す
る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。


